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１）協議会・幹事会の開催状況

・平成１８年 ５ 月３１日：第１回協議会

・平成１８年 ６ 月２６日：第１回幹事会

・平成１８年 ８ 月１０日：第２回幹事会

・平成１８年 ９ 月１２日：第２回協議会

・平成１８年１２月１１日：第３回幹事会

・平成１９年 ３ 月 １ 日：第４回幹事会

２）第２回協議会(Ｈ１８.９.１２)までの確認事項

①平成１９年度の９月から１０月頃に少なくとも１０日間程度の社会実験

　実施を目指す

②実験内容としては，地元の機運や過去の取組実績などを参考に，四条通

　におけるトランジットモール化及び三条通における歩行者自転車専用

　道路化について，先行的に検討を進める
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３）第３回・第４回幹事会での確認事項

〔主に社会実験について〕

①実施期間については１０日間程度を想定する

②休日の実施時間帯は１２～２０時とする

　平日は１２～２０時と１７～２０時の２案があり，更なる検討を行う

③四条通の取組としては，歩道拡幅＋トランジットモールを想定する

　あわせて地区への自動車総量抑制策や，四条通と交差する南北細街路の取扱に

ついて，更なる検討を行う

④三条通については，歩行者の安全確保のため，歩行者専用道路化の検討を行う

⑤路線バスについては，円滑な運行の確保と利用者の利便性向上に寄与する内容

を具体化する

⑥タクシーについて，準公共交通としてトランジットモール内の通行を認めるの

　であれば，客待ち待機場所の遵守など，マナー向上とルール徹底が必要である

⑦自転車については，放置対策とマナー向上を基本に内容を具体化する

⑧賑やかな，歩いて楽しい都心を創るという目標を共通認識として，将来的な

　まちづくりの方向性を検討するための対策を考えるべきである


